
1  

「OCN ニコニコ動画プレミアム」利用規約 

第１章 総則 

（本規約の目的） 
第１条 株式会社NTTドコモ（以下「当社」といいます。）は、この「OCNニコニコ動画
プレミアム」利用規約（料金表を含みます。以下「本規約」といいます。）を定め、 
OCNニコニコ動画プレミアムを提供します。 

２ OCNニコニコ動画プレミアムに係る契約者（以下「契約者」といいます。）は、本規 
約を誠実に遵守するものとします。 

（本規約の範囲） 
第２条 本規約は契約者と当社との間における OCN ニコニコ動画プレミアムのご利用に係
る条件について適用します。 

２  当社が  OCN ニコニコ動画プレミアムの円滑な運用を図るため必要に応じて契約者に通
知する OCN ニコニコ動画プレミアムの利用に関する諸規定は、本規約の一部を構成す
るものとします。 

３ 第５条に定める niconico 及びニコニコポイントのご利用については、下記の利用規約 
(以下総称して「niconico 利用規約」といいます)に規定されるご利用条件が適用されま
す。 

◆ niconico 
niconico 利用規約 

＜https://account.nicovideo.jp/rules/account＞ 

◆ニコニコポイント 

ニコニコポイント利用規約 
＜http://point.nicovideo.jp/index/static/rules/＞ 

４ 本規約とniconico利用規約の内容に齟齬が生じた場合、本規約の内容が優先するもの 
とします。 

（本規約の変更） 
第３条 当社は、本規約を変更することがあります。当該変更を行うときは、当該変更後
の本規約の内容及びその効力発生時期を、当社のＷｅｂサイト 
（https://www.nttr.co.jp/corporate_profile/agreement.html）への掲載その他の適切な方
法により周知します。 

２ 本規約の変更の効力が発生した後、契約者が特段の申し出なく、本サービスを利用し
たとき、利用料金を支払ったとき、その他当該変更に特段の異議無く承諾したものと当
社が判断したときは、かかる変更に同意したものとみなし、特に断りのない限り料金そ
の他の提供条件は変更後の規約によります。 

３ 当社は、電気通信事業法施行規則（昭和60年郵政省令第25号）第22条の２の３第２項
第１号に該当する事項の変更を行うときは、当社のホームページに掲示する方法、個別
に通知する方法又はその他当社が適当であると判断する方法により説明します。 

（本規約の公表） 

第４条 当社は、当社のＷｅｂサイト 
（https://www.nttr.co.jp/corporate_profile/agreement.html）において、本規約を公表し
ます。 

（定義） 

http://point.nicovideo.jp/index/static/rules/
http://www.nttr.co.jp/corporate_profile/agreement.html
http://www.nttr.co.jp/corporate_profile/agreement.html
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第５条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 契約 

（契約の単位） 

第６条 当社は、第２種契約において提供される１の契約者識別符号につき、１の  OCN 

ニコニコ動画プレミアムを提供します。 

（契約の利用申込） 
第７条 OCN ニコニコ動画プレミアムの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した
うえで、電話またはＷｅｂサイトにより申込みいただきます。 

２ 当社は、自署捺印、運転免許証その他の公的機関が発行する身分証明書の提示又はそ  
の写の提出等を求めることがあります。 

（利用申込の承諾） 
第８条 当社は、OCNニコニコ動画プレミアムの申込みがあった場合には、受付けた順序
に従って承諾します。 

用 語 用語の意味 

１  OCN ニコニコ動画
プレミアム 

当社が、株式会社ドワンゴ及び株式会社ドワンゴの関連会社 

（以下「ドワンゴ」といいます。）が提供するサービス(以下 
「niconico」といいます。)について、有料会員(以下、「ニコ
ニコプレミアム会員」といいます。)として登録する為のプ 
レミアムシリアルチケットを提供するサービス 

２  プレミアムシリア
ルチケット 

1 のドワンゴアカウント（niconico 利用規約に規定するアカ
ウントをいいます。）につき、当社が指定するニコニコプレ 
ミアム会員の登録に必要な 16 桁の英数字 

３ OCN ニコニコ動画 
プレミアム契約 

当社から OCN ニコニコ動画プレミアムの提供を受けるため 
の契約 

４ ニコニコポイント niconico において有料サービス・商品等を購入する際の購入
代金に充当することができる、契約者にドワンゴから付与さ 
れるポイント 

５ 第２種契約 当社のＩＰ通信網サービス契約約款（OCN）に規定する第 
２種オープンコンピュータ通信網サービスの提供を受けるた
めの契約 
但し、第２種オープンコンピュータ通信網サービスは次に掲
げるものに限ります。 

(1)  タイプ１のコース１（プラン８に限ります。）、タイ
プ６のコース３、タイプ６－３のコース１のメニュー 
１（プラン１に限ります。） 

(2)  タイプ３のコース１のメニュー１（プラン１からプ
ラン６に限ります。）、コース２、コース３又はタイプ 
８のコース１、コース３のものであって、定期利用の
適用を受けたもの 

(3) タイプ８のコース２ 
(4) OCN 光  with フレッツ利用規約のタイプ１又はタイ 

プ２のものであって、定期利用の適用を受けたもの 

６ 第２種契約者 当社と第２種契約を締結している者 

７ 契約者識別符号 第２種契約者を識別するための英字及び数字の組合せであっ
て、第２種契約に基づいて当社が第２種契約者に割り当てる 
もの 
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２ 当社は、前項の規定にかかわらず、利用申込者が次のいずれかに該当する場合、利用 
申込を承諾しないことがあります。 
(1) OCNニコニコ動画プレミアムの申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を提

出したとき。 
(2) OCNニコニコ動画プレミアムの申込みをした者が、OCNニコニコ動画プレミアムま

たはその他当社が提供するサービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に
怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

(3) OCNニコニコ動画プレミアムの申込みをした者が、OCNニコニコ動画プレミアム又
はその他当社が提供するサービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。 

(4) OCNニコニコ動画プレミアムの申込みをした者が、第２種契約者と異なるとき。 
(5) OCNニコニコ動画プレミアムの申込をした者が、当社が定めるニコニコ動画プレミ

アムキャンペーン利用規約の契約者と同一であるとき。 

(6) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 

（届出事項の変更） 
第９条 契約者は、利用申込の際又はその後に当社に届け出た内容に変更が生じた場合、
遅滞なく、その旨を当社に届け出るものとします。契約者が変更届を怠り不利益を被っ
たとしても、当社は一切その責任を負いません。 

（契約者の地位の承継） 
第10条  相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相
続又は法人若しくは合併により設立された法人又は分割により設立された法人は、承
継・改称届にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。 

２ 前項の場合に、地位を承継した者が２人以上あるときは、そのうちの１人を当社に対 
する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様としま
す。 

（OCNニコニコ動画プレミアム契約に基づく権利の譲渡の禁止） 
第11条 契約者がOCNニコニコ動画プレミアム契約に基づいてOCNニコニコ動画プレミ
アムの提供を受ける権利は、譲渡することができません。 

（契約者が行うOCNニコニコ動画プレミアム契約の解除） 
第12条 契約者は、OCNニコニコ動画プレミアムを解除又はドワンゴアカウントを削除し
ようとするときは、そのことをあらかじめ電話により通知していただきます。 

（当社が行うOCNニコニコ動画プレミアム契約の解除） 
第13条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、OCNニコニコ動画プレミアム
契約を解除することがあります。 

(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。 
(2) 当社に届け出た内容について事実に反することが判明したとき。 
(3) 本規約の第18条（契約者の義務）の規定に違反したとき。 
(4) OCNニコニコ動画プレミアムの契約の条件となる第２種契約又はＩＰ通信網サービ

ス契約約款（OCN）に規定する定期利用の適用が解除されたとき。 

(5) 契約者のドワンゴアカウントが削除されたとき。 
(6) 前４号のほか、ドワンゴのniconico利用規約又はニコニコポイント利用規約の規定に

違反したとき。 
２ 当社は、第１項の規定により、その第２種契約を解除しようとするときは、あらかじ
め契約者にそのことを通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りであり
ません。 
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第３章 料金等 

（料金の支払義務） 
第 14 条 契約者は、OCN ニコニコ動画プレミアムの提供を開始した日を含む料金月の翌料
金月から起算して、OCN ニコニコ動画プレミアム契約の解除があった日を含む料金月
までの期間について、料金表 第 1 表（料金）に規定する料金の支払いを要します。ただ
し、OCN ニコニコ動画プレミアムの提供の開始があった日とOCN ニコニコ動画プレミ
アム契約の解除があった日が同一の料金月に含まれる場合は、その料金月に係る料金に
相当する額について支払いを要します。なお、この料金は料金表通則に規定する計算方
法により計算するものとします。 

２  契約者は次の場合を除き、前項に規定する料金の支払いを要します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記は、OCN ニコニコ動画プレミアムの契約にのみ適用されます。

第４章 損害賠償等 

（責任の制限） 
第 15 条 当社は OCN ニコニコ動画プレミアム契約に関連して当社の責に帰すべき事由に 
より契約者に損害を与えた場合は、料金表第１表に規定する料金の１か月分を限度として、
契約者に現実に生じた通常かつ直接の損害を賠償するものとします。但し、故意又は重大な
過失によるもの場合は、この限りではありません。 

（免責） 
第  16 条 本条に定める免責に関する事項は、本規約の準拠法で強行規定として定められ
る、法的に免責又は制限できない範囲を免責することまでを目的とはしていません。その
ため、準拠法の強行規定の定めを超える免責事項が本規約に含まれる場合には、準拠法に
て許容される最大限の範囲にて当社は免責されます 
２ 当社は本規約前条に定める場合を除き、契約者に係る損害を賠償しないものとし、契約
者は当社に当該損害についての請求をしないものとします。また、契約者は、OCN ニコ
ニコ動画プレミアムの利用により第三者に対し損害を与えた場合、自己の責任でこれを解
決し、当社に責任を負担させないものとします。 
３ ドワンゴが提供する niconico 及びニコニコポイントについて、当社は責任を負わない
ものとします。 

第５章 雑則 

区 別 支払いを要しない料金 

１ 契約者の責めによらない理由によ
り、OCN ニコニコ動画プレミアムに
係る第２種オープンコンピュータ通
信網サービスを全く利用できない状
態が生じた場合(２欄に該当する場合
を除きます。)にそのことを当社が知
った時刻から起算して、24 時間以上 
その状態が連続したとき 

そのことを当社が知った時刻以後の利
用できなかった時間(24 時間の倍数で
ある部分に限ります。)について、24
時間ごとに日数を計算し、その日数に
対応する料金（料金表第１表に規定す
る料金を言います。）の日割り額の合
計額 

２  当社の故意又は重大な過失によ
り、 第２種オープンコンピュータ通
信網サービス（OCN ニコニコ動画プ
レミアムに係るものに限ります。）を
全く利用できない状態が生じたと 
き 

そのことを当社が知った時刻以後の利
用できなかった時間について、その時
間に対応する料金（料金表第１表に規
定する料金を言います。） 
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（OCN ニコニコ動画プレミアムの廃止） 
第 17 条 当社は、OCN ニコニコ動画プレミアムの一部又は全部を廃止することがありま
す。 

２ 前項の規定による OCN ニコニコ動画プレミアムの一部又は全部の廃止があったときは、
その OCN ニコニコ動画プレミアムの一部又は全部に係る契約は終了するものとします。 

３ 当社は、OCN ニコニコ動画プレミアムの一部又は全部の廃止に伴い、契約者又は第三
者に発生する損害については、責任を負わないものとします。 

４ 当社は、第１項の規定により OCN ニコニコ動画プレミアムの一部又は全部を廃止しよ
うとするときは、そのことを相当な期間をおいて、あらかじめ契約者に通知します。 

（契約者の義務） 

第 18 条 契約者は次のことを守っていただきます。 
(1) 当社又は第三者の著作権その他の権利を侵害する行為をしないこと。 
(2) OCN ニコニコ動画プレミアムによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん

し、又は消去する行為をしないこと。 

(3) 第三者になりすましてOCN ニコニコ動画プレミアムを利用する行為をしないこと。 
(4) 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。 
(5) 当社の設備に無制限でアクセスし、その利用又は通常に支障を与える行為をしない

こと。 
(6) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三社の個人情報を収集する

行為をしないこと。 
(7) 利用申込みの際又はその後に当社に届け出た事項について変更が生じた場合、遅滞

なくその旨を電話またはＷｅｂサイトにより届け出ること。 
(8) 法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、OCN  ニコニコ動画プレミアムの運営

を妨害する行為、当社の信用を毀損する行為又は当社若しくは第三者に不利益を与
える行為をしないこと。 

(9) 前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。 
２ 契約者は、前項の規定に違反して契約者が善良な管理者の注意をもって使用または管理
しないことにより OCN ニコニコ動画プレミアムに係る当社の設備等を毀損したときに
は、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただ
きます。 

３ 当社は、契約者の本条に規定する義務違反により契約者又はその他の者に発生する損害
について責任を負わないものとします。 

４ 契約者は、当社から割り当てられたプレミアムシリアルチケットを管理する責任を負う
ものとします。契約者が善良な管理者の注意をもって使用または管理しないことにより
第三者がプレミアムシリアルチケットを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為
は契約者の行為とみなし、契約者がその責任を負うものとします。 

５ 契約者が前項の規定に違反して OCN ニコニコ動画プレミアムに係る当社の業務遂行又
に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると当社が判断した場合、当社は必要な
措置をとる場合があります。 

６ 当社は、前項の規定により必要な措置をとる場合は、あらかじめその理由、その他必要
な措置をとる旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りであ
りません。 

（契約者に対する通知） 
第 19 条 契約者に対する通知は、当社の判断により、次のいずれかの方法で行うことがで
きるものとします。 
(1) 当社の Web サイト上に掲載して行います。この場合は、掲載された時をもって契約

者に対する通知が完了したものとみなします。 
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(2) 契約者が利用申込みの際又はその後に当社に届け出た契約者の電子メールアドレス
宛に電子メールを送信して行います。この場合は、契約者の電子メールアドレス宛
に電子メールを送信した時をもって契約者に対する通知が完了したものとみなしま
す。 

(3) 契約者が利用申込みの際又はその後に当社に届け出た契約者の住所宛に郵送して行
います。この場合は、郵便物が契約者の住所に到達した時をもって契約者に対する
通知が完了したものとみなします。 

(4) その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合は、当該通知の中で当社
が指定した時をもって契約者に対する通知が完了したものとみなします。 

（個人情報の取扱い） 
第 20 条 当社は、OCN ニコニコ動画プレミアムの提供にあたり、当社が取得する個人情
報 の 取 扱 い に つ い て は 、 当 社 の プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー 

（https://www.docomo.ne.jp/utility/privacy/）に定めるところによります。 
２ 当社は、当社が保有している個人情報について、契約者から請求があったときは、原  
則として開示をします。 

３ 契約者は前項の請求をし、その個人情報の開示(該当個人情報が存在しない場合にその 
旨 を 知 ら せ る こ と を 含 み ま す 。 ) を 受 け た と き は 当 社 の Ｗ ｅ ｂ サ イ ト 

（https://www.docomo.ne.jp/utility/privacy/）に定める手数料の支払いを要します。 
４ OCN ニコニコ動画プレミアムの提供にあたり、契約者は、当社が取得した個人情報 の
一部をドワンゴに対し通知する場合があることについて同意していただきます。 

（紛争の解決） 
第 21 条 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠
意を持って協議し、できる限り円満に解決するものとします。 

２ 本規約に関する準拠法は、日本法とします。 

３ 本規約に関する紛争は東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。 

http://www.docomo.ne.jp/utility/privacy/
http://www.docomo.ne.jp/utility/privacy/
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料金表 

通則 

（料金の計算方法） 
１ 当社は、以下に規定する通り OCN ニコニコ動画プレミアムの料金を計算することと 
します。 
(1) 当社はユーザがその契約に基づき支払う料金は料金月(１の暦月の起算日から次の暦

月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。 

(2) 当社は、料金を日割りしません。ただし、第14条２項の表に規定する場合に該当し 

た場合に限り料金を利用日数に応じて日割りします。 

(3) 料金の日割りは料金月の日数により行います。この場合、第14条２項に規定する料

金の算出にあたっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する

日とみなします。 

(4) 当社は、当社の業務上やむを得ない場合は、(1)に規定する料金月の起算日を変更す
ることがあります。 

(5) OCN ニコニコ動画プレミアムの提供を開始した日を含む料金月の料金は適用しませ
ん。 

(6) OCN ニコニコ動画プレミアム契約の解除があった日を含む料金月の料金は日割りし
ません。 

（料金の請求方法） 
２ 当社は、第１表に規定する料金については、本契約に係る第２種契約と合わせて請求  
することとします。 

第１表 

（料金） 

月額利用料 500 円(税込 550 円) 
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附則（令和４年6月15日レパN第205号） 

（実施期日） 
１ この約款は、令和４年７月１日から実施します。 
（吸収分割に伴う取り扱いについて） 
２ エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社（以下「NTT コム」といいます。）
が次の表の左欄の規約（以下「旧規約」といいます。）の規定により締結し、令和４年５ 
月１３日付け吸収分割契約により当社に承継された契約の規定は、この規約実施の日に  
おいて、次の表の右欄の規約（以下「新規約」といいます。）の規定によるものとします。 

 

旧規約 新規約 

「OCN ニコニコ動画プレミアム」利用規約 「OCN ニコニコ動画プレミアム」利用規約 

３ 旧規約により NTT コムが締結した契約に係る次にサービス提供条件は、当社に承継 

されたこの附則の２の表の右欄の規約に基づく契約において、なお従前のとおりとします。 

４ この規約実施前に、NTT コムに対し旧規約の規定により行った手続きその他の行為は、

新規約の規定に基づいて行ったものとみなします。 

 

附 則（令和５年５月９日 レパＮ第 009600000270-01 号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和５年５月 22 日から実施します。 

 

附則（令和５年 6 月 15 日 レパＮ第 009600000741-01 号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和５年７月１日から実施します。 

（吸収合併に伴う取り扱いについて） 

２ エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社（以下「レゾナント」といいます。）が次の表     

の左欄の規約（以下「旧規約」といいます。）の規定により締結し、令和５年５月１５日付

け吸収合併契約により当社に承継された契約の規定は、この改正規定実施の日において、次

の表の右欄の規約（以下「新規約」といいます。）の規定によるものとします。 

 

旧規約 新規約 

「OCN ニコニコ動画プレミアム」利用規約 「OCN ニコニコ動画プレミアム」利用規約 

 

３ 旧規約によりレゾナントが締結した契約に係る内容については、当社に承継されたこ

の附則の２の表の右欄の規約に基づく契約において、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前に、レゾナントに対し旧規約の規定により行った手続きその他の

行為は、新規約の規定に基づいて行ったものとみなします。 
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附則（令和６年１月22日 OCN第008127号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和６年１月３１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ 当社は、令和６年１月 ３1 日以降、「OCNニコニコ動画プレミアム」の新規受付を停

止し、第８条にかかわらず、申込みがあっても承諾いたしません。 

また、当社は、令和６年２月 29 日をもって「OCNニコニコ動画プレミアム」の提供を廃

止します。 

３ 「OCNニコニコ動画プレミアム」の提供廃止前に提供された「OCNニコニコ動画プレ

ミアム」サービスのご利用料金の料金その他の債務については、なお従前のとおりとしま

す。 

４ 「OCNニコニコ動画プレミアム」の提供廃止前にその事由が生じた「OCNニコニコ動

画プレミアム」に関する損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。 


